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第18期 組合会議員（任期　01.11.22～04.11.21）

※監事

新年のご挨拶
理事長　西口 茂樹

謹んで初春のお慶びを申し上げます
　平素より当健康保険組合の事業運営に関しまして、格別のご理解とご協力を
賜り、厚くお礼申し上げます。
　このたび、組合会議員改選にあたり、理事各位のご推挙により、理事長に再任され、その重責を担
うことになり何卒よろしくお願い申し上げます。
　さて、当健康保険組合は、昭和４３年１１月の発足から５１年が経過し、この度、第１８期を迎え、私
は二期目に入ることになりました。
　昨年１０月には、消費税率１０％の引き上げが実施され、政府は、消費税率の引き上げによる増収
分は、これまでの高齢者中心から、すべての世代を対象とした社会保障のために使い、今後は「全世
代型の社会保障制度」の構築を目指すとしています。
　しかし、重い納付金の負担が健保財政を圧迫している高齢者医療制度については、いまだ具体
的な方策が示されていないのが現状です。健康保険組合連合会は、団塊の世代が後期高齢者とな
り、健保組合の負担金が急増する、２０２２年から２０２５年を見据え、昨年９月には政府に対し早急な
対策の緊急性を提言しました。今こそ、すべての人が「国民皆保険制度」の大切さと課題を正しく認
識し、急増する負担を全世代で支え合うことが急務となっています。
　こうした厳しい状況下で、健保組合はこれまで以上に、事業運営の効率化と実効性の高い保健事
業の展開が求められます。当健保組合といたしましても、皆さまの健康増進のため、疾病予防をはじ
めとする各種の保健事業について積極的に推進してまいりますので、皆さまにもご自身による健康づ
くりや健診の受診、さらに医療費の適正化等に、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
　今年は、世界が注目する「東京オリンピック・パラリンピック」が開催されます。末筆ながら、日本にとっ
てこの記念すべき年が、皆さまにとって幸多き一年となりますようお祈り申し上げ、新年のごあいさつと
させていただきます。
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世
界
に
類
の
な
い
優
れ
た
制
度
と
評
価
さ
れ
る
我
が
国
の
皆
保
険
制
度
は
、
半
世
紀
を
超
え
て
受
け
継
が

れ
、
国
民
の
健
康
増
進
と
長
寿
社
会
の
実
現
に
大
き
く
貢
献
し
て
き
た
。
一
方
で
、
急
速
な
高
齢
化
や
医
療

の
高
度
化
等
に
よ
り
医
療
費
は
増
加
の
一
途
を
た
ど
り
、
ま
た
支
え
手
の
現
役
世
代
の
減
少
と
と
も
に
、
財

政
的
に
制
度
の
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
る
状
況
に
陥
っ
て
い
る
。
特
に
、
団
塊
の
世
代
が
75
歳
に
到
達
し
は
じ
め

る
２
０
２
２
年
以
降
、
高
齢
者
医
療
費
の
増
加
に
伴
い
制
度
全
体
の
財
政
悪
化
が
更
に
急
速
に
進
む
と
見
込

ま
れ
る
。
今
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
、
皆
保
険
制
度
を
支
え
て
き
た
健
康
保
険
組
合
は
更
な
る
負
担
増
に
耐
え

切
れ
ず
解
散
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
支
え
手
を
失
い
皆
保
険
が
極
め
て
危
機
的
状
況
に
陥
る
こ
と
は
明
白
で
あ

る
。

　
こ
の
窮
状
を
乗
り
超
え
、
現
役
世
代
を
守
り
、
皆
保
険
制
度
を
将
来
世
代
へ
つ
な
ぐ
た
め
に
は
、「
高
齢
者

医
療
費
の
負
担
構
造
改
革
」
を
中
心
と
し
た
医
療
保
険
制
度
の
抜
本
的
な
改
革
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　
現
役
世
代
に
過
度
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
、
公
平
な
負
担
に
よ
る
「
全
世
代
型
社
会
保
障
制
度
」
を
目
指

す
べ
く
、
ま
ず
は
高
齢
者
の
患
者
負
担
を
75
歳
到
達
者
か
ら
順
次
原
則
２
割
と
し
、
高
齢
者
に
も
応
分
の
負

担
を
求
め
る
と
と
も
に
、
後
期
高
齢
者
の
現
役
並
み
所
得
者
へ
の
公
費
５
割
投
入
、
拠
出
金
負
担
割
合
に
50

％
の
上
限
を
設
定
し
上
限
を
超
え
る
部
分
は
国
庫
負
担
と
す
る
︱
な
ど
、
現
役
世
代
の
拠
出
金
負
担
に
一
定

の
歯
止
め
を
か
け
る
べ
き
で
あ
る
。

　
ま
た
、
制
度
の
持
続
性
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
方
策
を
通
じ
て
医
療
費
全
体
の
伸
び
を
抑
制

す
る
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
。
具
体
的
に
は
、個
人
が
負
担
し
き
れ
な
い
大
き
な
リ
ス
ク
の
保
障
を
重
視
し
つ
つ
、

「
保
険
給
付
範
囲
の
見
直
し
」
や
「
薬
剤
処
方
の
適
正
化
」
を
行
う
な
ど
、
医
療
費
適
正
化
対
策
を
果
断
か
つ

着
実
に
実
行
す
べ
き
で
あ
る
。
同
時
に
、
我
々
健
康
保
険
組
合
を
は
じ
め
保
険
者
も
加
入
者
一
人
ひ
と
り
が

適
切
な
受
診
行
動
を
心
掛
け
、
医
療
費
を
大
切
に
使
う
意
識
を
持
つ
よ
う
啓
発
活
動
に
一
層
取
り
組
ん
で
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
健
康
保
険
組
合
は
、
こ
れ
ま
で
労
使
と
一
体
と
な
っ
て
加
入
者
の
実
態
に
沿
っ
た
き
め
細
や
か
な
保
健
事

業
を
効
果
的
に
展
開
し
、
健
康
づ
く
り
・
疾
病
予
防
等
に
取
り
組
ん
で
き
た
。「
人
生
１
０
０
年
時
代
」
と
い

わ
れ
る
今
、
加
入
者
の
健
康
増
進
を
通
じ
て
、
健
康
寿
命
の
延
伸
に
つ
な
が
り
健
康
な
高
齢
者
が
元
気
に
働

き
続
け
る
「
支
え
る
側
」
を
増
や
す
取
り
組
み
に
も
貢
献
で
き
る
健
康
保
険
組
合
の
役
割
は
よ
り
一
層
高
ま

っ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
も
我
々
は
保
険
者
の
先
頭
に
立
ち
、
国
民
の
安
心
と
健
康
の
基
盤
で
あ
る
皆
保
険
制

度
を
中
核
と
な
っ
て
支
え
続
け
て
い
く
決
意
で
あ
る
。

　
目
前
に
迫
る
“
２
０
２
２
年
危
機
”
を
乗
り
切
る
た
め
、
改
革
の
断
行
を
求
め
、
我
々
健
康
保
険
組
合
は

次
の
事
項
に
つ
い
て
組
織
の
総
意
を
も
っ
て
こ
こ
に
決
議
す
る
。

一
、
皆
保
険
の
維
持
に
向
け
て
、
ま
ず
は
高
齢
者
の
原
則
２
割
負
担
の
実
現

一
、
必
要
な
公
費
の
拡
充
。
現
役
世
代
の
負
担
増
に
歯
止
め

一
、
保
険
給
付
範
囲
の
見
直
し
に
よ
る
医
療
費
の
適
正
化

一
、
人
生
１
０
０
年
時
代
。
健
康
寿
命
延
伸
に
資
す
る
保
健
事
業
の
推
進

令
和
元
年
11
月
22
日

迫
る
２
０
２
２
年
危
機
！
今
こ
そ
改
革
断
行
を
！

　
―
現
役
世
代
を
守
り
た
い
！
国
民
皆
保
険
を
支
え
る
た
め
に
―

令
和
元
年
度
健
康
保
険
組
合
全
国
大
会

　
去
る
11
月
22
日
、
東
京
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
東
京
都
千
代
田
区
）
で
令
和
元
年
度
健
康
保

険
組
合
全
国
大
会
が
開
催
さ
れ
、
全
国
約
１
４
０
０
の
健
保
組
合
の
関
係
者
ら
４
１
０
０
名

が
集
ま
り
ま
し
た
。

　「
迫
る
２
０
２
２
年
危
機
！
今
こ
そ
改
革
断
行
を
！
」
を
タ
イ
ト
ル
に
掲
げ
た
今

大
会
で
は
、
急
速
な
健
保
財
政
の
悪
化
が
心
配
さ
れ
る
２
０
２
２
年
危
機
を
乗
り
切
る
た
め

に
、
一
刻
も
早
く
改
革
の
断
行
を
求
め
る
決
議
が
満
場
一
致
で
採
択
さ
れ
ま
し
た
。

令
和
元
年
度
　健
康
保
険
組
合
全
国
大
会

迫
る
２
０
２
２
年
危
機
！

2022年危機とは
　健康保険組合連合会（健保連）は、2022年以降に
健康保険制度全体が危機的状況に陥ることを指摘し、
「2022年危機」と位置付けました。
　2022年には団塊世代が後期高齢者になり始める
ことから、高齢者医療費が急増します。一方で、制
度を支える現役世代が減少し、現役世代1人当たり
に過重な負担がかかる状況になります。このため、
2022年以降は健康保険組合の財政が急激に悪化し
国民皆保険が危機的状況になると懸念されています。

今
こ
そ
改
革
断
行
を
！
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第三者行為による傷病の例

●自動車事故により
　けが・病気になった場合
●不当な暴力行為・傷害行為
　によりけがをした場合
●飲食店で食事をして
　食中毒になった場合
●他人の飼い犬にかまれて
　けがをした場合　など

保険者

医療機関等

損害保険会社（事故の加害者が加入）

被害者（被保険者・被扶養者）

保険金等
の支払い

損害賠償
請求

医療費支払い・
一時立て替え医療費請求保険者へ連絡し、

「第三者行為による負傷届」
を提出

保険者が一時立て替えた医療費を請求

保険者が一時立て替えた
医療費の支払い

健康保険証を提示して受診し、
自己負担分を窓口で支払い

診察・治療を行い、自己負担分を請求

　自動車事故をはじめとする交通事故やけんか（暴行）など、
第三者の行為によってけがを負ったり、病気になったりした
場合は、その治療にかかった医療費を加害者が負担するこ
とになります。
　しかし、加害者と協議中であったり、その場にいなかっ
たなど、何らかの理由で加害者が支払えないときは、被害
者自身が健康保険証を提示して医療機関を受診し、検査
や治療にかかった医療費を一時的に健康保険で立て替え払
いすることができます。
　ただし、通勤途上や業務上のけがは、労災保険の給付
対象となるので、健康保険での受診はできません。

　第三者の行為により傷病を負って、健康保険で医療機
関を受診したときには、必ず保険者（健康保険組合）に
届け出なければなりません。届け出の際には、「第三者
行為による負傷届」の提出が必要です。まずは口頭や電
話で保険者に連絡し、後日、できるだけ速やかに「第三
者行為による負傷届」を提出しましょう。
　「第三者行為による負傷届」が提出されると、かかっ
た医療費のうち、保険者が立て替えた分が加害者もしく

は加害者が加入する損害保険会社に請求されます。本来、
加害者が負担すべき医療費が、健康保険から支払われる
ことのないよう、注意しておきましょう。

　被害者が加害者と示談契約を結んだ場合、示談の内容
によっては、それ以降の健康保険の給付が受けられなく
なります。安易に示談にすると医療費の支払いでトラブ
ルを招きかねません。万が一、後遺症などで後から治療
が必要になったときに、健康保険が使えないといった事
態を避けるためにも、示談をするときには事前に保険者
に相談の上、慎重に行いましょう。

第三者の行為で
けがをしたら？
交通事故など、第三者の行為により傷病を負い、
医療機関等の診察・治療を受けた場合は、
「第三者行為による負傷届」の提出が必要です。
加害者が負担すべき医療費が
健康保険から支払われることのないように
注意しましょう。

第三者行為による傷病も
一時的に健康保険で受診可

保険者に連絡の上速やかに届け出ましょう

示談のときには事前に保険者に相談を
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一時的に健康保険で受診可

保険者に連絡の上速やかに届け出ましょう

示談のときには事前に保険者に相談を
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皆さまへ

ママの偏食や朝食抜き、過剰なダイエット
は、妊娠高血圧症候群や貧血、感染症などの
リスクが高まるだけでなく、赤ちゃんに将来、
生活習慣病を誘引する“子宮内低栄養”の
原因にもなります。妊娠中の食事の大切さ
を、理論だけでなく、ママからのQ&A、バラ
ンスのとれた献立例とそのレシピなどで具体
的に紹介します。

妊娠中の食生活は胎児に大きく影響します。
妊娠が分かったらすぐに「プレママの食事」で健康管理を！！

発行／株式会社 赤ちゃんとママ社
監修／岡本正子（管理栄養士・国際薬膳師）
A5判　16ページ

妊娠中の健康管理にお役立てください

妊娠中の栄養管理に

必要な情報を網羅！
管理栄養士による

レシピを多数紹介！
赤ちゃんの

  将来のために！

こちらからお読みいただけます。
http://www.akamama.co.jp/tachiyomi/premama/

プレママの食事
（デジタル版）

妊娠がわかったら！

『プレママの食事』
登録
不要

スマホで
読める！無料

デジタル版
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干
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干支の話
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令
和
初
の
新
年
を
迎
え
、
十
二
支
も
１

番
目
の「
子
」で
す
。
読
み
方
は「
ね・し
」、

動
物
で
は
「
ネ
ズ
ミ
」
が
充
て
ら
れ
、
子

年（
ね
ず
み
ど
し
）と
も
言
い
ま
す
。「
子
」

は
も
と
も
と
「
増
え
る
」
と
い
う
意
味
の

「
孳（
し
）」
で
、
種
の
中
で
新
し
い
生
命
が

芽
生
え
始
め
る
状
態
を
指
し
て
い
ま
す
。

　
待
ち
に
待
っ
た
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク･

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
催
の
年
に
ふ
さ
わ

し
い
、
す
べ
て
の
始
ま
り
と
未
来
へ
の
可

能
性
を
秘
め
た
十
二
支
と
い
え
ま
す
。

　
ど
ん
ど
ん
数
が
増
す
こ
と
を
、よ
く
「
ね

ず
み
算
式
に
増
え
る
」
と
い
い
ま
す
ね
。

ね
ず
み
算
は
和
算
（
日
本
で
独
自
に
発

達
し
た
数
学
）
の
一
つ
で
、
ネ
ズ
ミ
は
子

供
を
た
く
さ
ん
産
む
こ
と
か
ら
き
て
い
ま

す
。

　
例
え
ば
、
正
月
に
１
組
の
ネ
ズ
ミ
の
つ

が
い
が
子
を
12
匹
産
ん
だ
と
し
ま
す
。
そ

の
後
、月
に
一
度
、親
も
子
も
孫
も
ひ
孫
も
、

ネ
ズ
ミ
の
す
べ
て
が
12
匹
ず
つ
産
む
と
、

年
末
に
は
何
匹
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま

す
か
？
　
江
戸
時
代
の
和
算
家
・
吉
田
光

由
が
記
し
た
『
塵じ

ん
こ
う劫
記き

』
で
の
計
算
に
よ

る
と
、
そ
の
数
は
、
な
ん
と
２
７
６
億
８

２
５
７
万
４
４
０
２
匹
だ
そ
う
で
す
。

　
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
計
算
上
の
こ
と
で
、

実
際
の
ネ
ズ
ミ
に
は
天
敵
が
い
ま
す
し
、

病
気
や
寿
命
も
あ
る
た
め
、
こ
れ
ほ
ど
膨

大
に
増
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
２
匹
か
ら
１
年
で
約
２
８
０
億
匹
ま

で
に
な
る
と
は
本
当
に
驚
き
で
す
ね
。

　
そ
ん
な
子
供
を
た
く
さ
ん
産
む
ネ
ズ
ミ

など

子年生まれの
著名人

は
、
古
来
、
吉
兆
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
大

黒
天
の
使
い
・
福
の
神
と
し
て
白
い
ネ
ズ

ミ
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ネ
ズ
ミ
が

多
く
い
る
家
は
裕
福
で
富
の
象
徴
と
さ
れ

る
こ
と
か
ら
き
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
株
式
相
場
で
も
「
子
は
繁
栄
」

の
格
言
が
あ
り
、
子
年
は
上
げ
相
場
に
な

る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
十
二

支
に
ち
な
ん
だ
す
べ
て
の
相
場
格
言
は
、

「
辰た

つ

巳み

・
天
井
、
午う

ま

・
尻
下
が
り
、
未ひ

つ
じ

・

辛
抱
、
申さ

る
と
り酉

・
騒
ぐ
、
戌い

ぬ

・
笑
い
、
亥い

・

固
ま
る
、
子
・
繁
栄
、
丑う

し

・
つ
ま
ず
き
、

寅と
ら

・
千
里
を
走
り
、
卯う

・
跳
ね
る
」
で
す
。

　
来
年
の
つ
ま
ず
き
を
阻
止
す
る
た
め
に

も
、
今
年
は
思
い
切
り
繁
栄
し
て
ほ
し
い

も
の
で
す
。

北島　三郎（歌手）

柄本　　明（俳優）

森下　洋子（バレリーナ）

大和　和紀（漫画家）
吉野　　彰（化学者）
　＊2019年ノーベル化学賞受賞

黒木　　瞳（女優）

宮部みゆき（作家）

高橋　尚子（元マラソン選手）

平井　　堅（歌手・ミュージシャン）

マツコ・デラックス（タレント）

木村　拓哉（俳優・タレント）

長谷部　誠（サッカー選手）

田中　　圭（俳優）

綿矢　りさ（作家）

小松　菜奈（女優）

白井　健三（体操選手）

東
京
五
輪
開
催
に
ふ
さ
わ
し
い

輝
か
し
い
ス
タ
ー
ト
の
年

多
産
の
ネ
ズ
ミ
の
カ
ッ
プ
ル
は

１
年
後
に
何
匹
家
族
に
？

相
場
の
格
言「
子ね

は
繁
栄
」で

景
気
ア
ッ
プ
の
期
待
大
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今日も
笑顔で

松
本 

薫
さ
ん 

﹇
元
柔
道
選
手
﹈

　現
役
時
代
に
け
が
が
多
か
っ
た
せ
い
か
、
い

つ
も
自
分
の
体
の
こ
と
を
考
え
る
癖
が
つ
い
て

い
ま
す
。
無
農
薬
と
そ
う
で
な
い
食
材
は
、
ど

れ
く
ら
い
違
う
も
の
な
の
か
、
自
分
で
口
に
し

て
体
の
変
化
を
確
認
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
。
今
も
自
分
の
体
で
試
し
て
、
食
材
の
良
し

あ
し
を
判
断
で
き
る
よ
う
感
覚
を
研
ぎ
澄
ま
せ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
現
役
を
退
い
た
後
も
、
自

分
に
必
要
な
筋
肉
の
状
態
は
ど
う
か
、
骨
盤
の

位
置
は
大
丈
夫
か
な
ど
、
毎
日
チ
ェ
ッ
ク
し
て

い
ま
す
。「
体
マ
ニ
ア
」
み
た
い
で
、
自
分
で

も
笑
っ
て
し
ま
い
ま
す
（
笑
）。

　選
手
の
時
は
「
野
獣
」
と
呼
ば
れ
、
感
情

を
あ
ら
わ
に
す
る
タ
イ
プ
と
思
わ
れ
て
い
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
実
は
普
段
の
生
活
で
怒

り
を
爆
発
さ
せ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ

ん
。
み
ん
な
が
怒
る
状
況
に
な
っ
て
も
、
私
は

怒
る
ま
で
に
は
至
り
ま
せ
ん
。
怒
り
が
爆
発
し

そ
う
に
な
っ
た
ら
、
一
呼
吸
置
い
た
り
、
そ
の

場
を
離
れ
た
り
し
て
、
気
持
ち
を
落
ち
着
か
せ

る
よ
う
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
ま
す
。
柔
道

を
続
け
て
き
た
お
か
げ
か
、わ
り
と
忍
耐
強
く
、

冷
静
な
ん
で
す
よ
。
ス
ト
レ
ス
を
た
め
る
こ
と

も
少
な
く
、
日
々
楽
し
く
家
事
や
育
児
、
仕
事

を
こ
な
し
て
い
ま
す
。

　今
は
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
事
業
に
全
力
を
注
い

で
い
ま
す
。
体
に
良
い
商
品
が
大
前
提
で
す
か

ら
、
使
え
る
食
材
が
限
ら
れ
ま
す
。
そ
の
条
件

下
で
い
か
に
お
い
し
く
仕
上
げ
る
か
が
最
大
の

課
題
。
試
行
錯
誤
し
つ
つ
も
、
そ
れ
が
私
の
モ

チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
な
っ
て
い
ま
す
。

「
体
マ
ニ
ア
」
み
た
い
に

毎
日
自
分
の
体
の
状
態
を

チ
ェ
ッ
ク
し
て
し
ま
い
ま
す


